
一
．
は
じ
め
に

　
一
九
九
八
年
五
月
の
ス
ハ
ル
ト
政
権
崩
壊
後
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
権

威
主
義
体
制
か
ら
民
主
体
制
へ
と
移
行
し
は
じ
め
た
。
三
十
二
年
間
に

も
及
ん
だ
ス
ハ
ル
ト
時
代
の
「
新
秩
序
（
オ
ル
デ
・
バ
ル
）」
か
ら

「
改
革
（
レ
フ
ォ
ル
マ
シ
）」
と
呼
ば
れ
る
新
た
な
時
期
を
迎
え
る
と
、

国
家
は
様
々
な
制
度
の
変
更
を
行
っ
た
。
新
た
に
議
会
法
、
選
挙
法
、

政
党
法
が
作
成
さ
れ
、
一
九
九
九
年
に
は
多
数
の
政
党
が
議
席
を
競
い

合
う
比
較
的
自
由
で
民
主
的
な
選
挙
が
行
わ
れ
た
。
国
軍
は
議
会
か
ら

撤
退
し
は
じ
め
、
二
〇
〇
四
年
の
選
挙
以
降
に
は
完
全
に
現
役
軍
人
の

議
席
枠
は
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
中
央
・
地
方
関
係
に
も
変
化
が
起

こ
り
、
政
府
は
大
胆
な
地
方
分
権
化
を
推
し
進
め
た
。
今
ま
で
中
央
政

府
が
握
っ
て
い
た
政
策
作
成
の
権
限
は
大
幅
に
地
方
自
治
体
に
移
譲
さ

れ
、
そ
れ
に
伴
い
財
政
的
な
権
限
も
移
譲
さ
れ
た
。

　
こ
う
し
た
制
度
の
変
化
の
一
方
で
、
何
人
か
の
研
究
者
は
そ
の
見
た

目
の
変
化
よ
り
も
ス
ハ
ル
ト
時
代
か
ら
の
連
続
性
を
指
摘
す
る
。
か
れ

ら
は
上
記
に
挙
げ
た
制
度
的
な
変
化
よ
り
も
、
そ
う
し
た
制
度
の
実
施

に
影
響
を
与
え
る
と
想
定
さ
れ
る
政
治
・
社
会
勢
力
間
の
関
係
に
注
目

す
る
。
そ
し
て
、
ス
ハ
ル
ト
期
に
醸
成
さ
れ
た
政
治
・
経
済
支
配
勢
力

が
豊
富
な
政
治
的
資
源
を
用
い
な
が
ら
民
主
化
後
の
政
治
機
構
を
も
引

き
続
き
支
配
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
、
と
し 

。
確
か
に
民
主
化

後
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
治
を
見
れ
ば
、
中
央
で
も
地
方
で
も
重
要
な
ポ

ス
ト
に
つ
い
て
い
る
の
は
、
ス
ハ
ル
ト
期
に
台
頭
し
た
有
力
者
で
あ
る

こ
と
が
多
い
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
新
し
く
争
い
に
加
わ
っ
た
勢
力
に
よ

り
権
力
争
い
は
複
雑
化
し
な
が
ら
も
、
ス
ハ
ル
ト
期
の
有
力
者
た
ち
は

新
た
な
支
配
の
連
携
を
再
編
成
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
中
央
で

も
地
方
で
も
、
そ
う
し
た
勢
力
に
対
抗
す
る
よ
う
な
政
治
・
社
会
勢
力

（
１
）た

一
〇
五

ス
ハ
ル
ト
体
制
崩
壊
後
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
地
方
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
変
化
（
長
谷
川
）
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は
ス
ハ
ル
ト
時
代
に
骨
抜
き
（disorganising

             
）
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て

お
り
、
ま
た
、
そ
う
し
た
勢
力
間
で
の
連
帯
も
な 

。
そ
し
て
、
有
力

者
た
ち
の
行
動
は
相
変
わ
ら
ず
「
略
奪
的
（predatory

         
）」
で
あ
り
、

現
在
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
の
は
「
金
」
と
「
暴
力
」
の

行
使
が
蔓
延
す
る
「
反
自
由
主
義
的
な
形
態
（illiberal

form

              
）」
の

民
主
体
制
で
あ 

、
と
主
張
す
る
。

　
し
か
し
、
か
れ
ら
の
想
定
す
る
ス
ハ
ル
ト
期
の
政
治
・
経
済
支
配
勢

力
に
は
、
職
業
政
治
家
、
官
僚
、
原
住
民
実
業
家
、
華
人
実
業
家
な
ど

を
含
み
、
非
常
に
大
雑
把
な
範
疇
分
け
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

か
つ
て
の
支
配
勢
力
と
そ
れ
に
対
抗
す
る
政
治
・
社
会
勢
力
と
い
う
二

項
対
立
的
な
見
方
に
陥
り
や
す
く
、
ス
ハ
ル
ト
期
の
支
配
勢
力
内
に
お

け
る
異
な
る
利
害
関
係
を
見
過
ご
し
か
ね
な
い
。
当
た
り
前
の
こ
と
だ

が
、
対
抗
す
る
社
会
勢
力
と
同
じ
よ
う
に
、
ス
ハ
ル
ト
期
の
政
治
・
経

済
支
配
勢
力
も
ま
た
決
し
て
結
束
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ス
ハ
ル
ト
期

に
は
異
な
る
利
害
関
係
を
持
ち
な
が
ら
も
権
威
主
義
体
制
の
下
で
連
帯

し
て
い
た
彼
ら
は
、
民
主
主
義
シ
ス
テ
ム
の
下
で
、
選
挙
ポ
ス
ト
と
そ

れ
に
連
な
る
利
権
の
獲
得
を
争
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
新
し
く

再
編
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
さ
れ
る
彼
ら
の
支
配
の
連
携
は
必
ず
し
も
安

定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
土
地
問
題
を
め
ぐ
る
住
民
団
体
の
示

威
運
動
や
労
働
運
動
が
一
定
の
成
果
を
挙
げ
た
事
例
も
指
摘
さ
れ
て
お

り
、
必
ず
し
も
ス
ハ
ル
ト
時
代
に
骨
抜
き
に
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
政

治
・
社
会
勢
力
の
影
響
力
が
弱
い
ま
ま
で
あ
る
と
は
い
い
き
れ
な 

。

（
２
）い

（
３
）る

（
４
）い

　
加
え
て
、
金
や
暴
力
の
動
員
の
強
調
は
、
ア
ク
タ
ー
の
権
力
争
い
に

お
け
る
戦
略
の
多
様
化
を
見
過
ご
し
て
し
ま
う
。
何
人
か
の
研
究
者

は
、
影
響
力
の
あ
る
組
織
化
さ
れ
た
農
民
団
体
や
都
市
イ
ン
フ
ォ
ー
マ

ル
セ
ク
タ
ー
就
業
者
の
団
体
が
現
れ
て
い
る
事
例
を
取
り
上
げ
、
そ
う

し
た
集
団
と
連
携
を
と
る
政
治
指
導
者
の
行
動
を
指
摘
し
て
い 

。
地

方
分
権
化
に
よ
り
、
地
方
首
長
は
あ
る
程
度
の
政
策
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ブ
を
取
れ
る
権
限
を
得
た
。
そ
の
一
方
で
、
地
方
議
会
や
所
属
す
る
政

党
に
お
け
る
競
争
者
に
も
対
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
立
場
は
磐
石
で

は
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
い
く
つ
か
の
地
域
で
は
ス
ハ
ル
ト
時
代
に
は

骨
抜
き
に
さ
れ
て
い
た
政
治
・
社
会
勢
力
と
連
携
し
た 

、
多
数
の
住

民
か
ら
の
支
持
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
ア
ク
タ
ー
と
の
権

力
争
い
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
地
方
首
長
も
現
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
本
稿
で
は
、
ジ
ャ
ワ
中
部
に
あ
る
バ
ン
ト
ゥ
ル
県
の
地
方
首
長
の
事

例
を
取
り
上
げ
る
。
バ
ン
ト
ゥ
ル
県
で
は
、
実
業
家
出
身
の
地
方
首
長

の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
下
、
数
々
の
貧
困
削
減
政
策
が
実
施
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
政
策
を
通
し
て
住
民
か
ら
の
支
持
を
集
め
、
地
方
首
長

は
県
内
、
そ
し
て
、
彼
が
所
属
す
る
党
の
県
支
部
に
お
い
て
群
を
抜
く

政
治
的
影
響
力
を
得
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
彼
は
、
二
〇
〇
五
年
に
行

わ
れ
た
地
方
首
長
直
接
選
挙
に
お
い
て
七
〇
％
以
上
の
得
票
率
を
得
て

再
選
す
る
。
こ
う
し
た
圧
倒
的
な
住
民
か
ら
の
支
持
を
集
め
る
地
方
首

長
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
支
持
の
獲
得
を
可
能
に
し
た
様
々
な
諸
政
策

は
、
ス
ハ
ル
ト
時
代
か
ら
引
き
続
く
「
金
」
と
「
暴
力
」
に
よ
る
統
治

（
５
）る

（
６
）り 一

〇
六
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と
い
う
枠
組
み
で
は
説
明
し
に
く
い
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
政
策
を

分
析
し
、
ス
ハ
ル
ト
政
権
崩
壊
後
に
起
こ
り
つ
つ
あ
る
変
化
の
一
側
面

を
示
し
た
い
。

二
．
制
度
の
変
化

　
こ
こ
で
は
ま
ず
ス
ハ
ル
ト
政
権
崩
壊
後
の
制
度
的
な
変
化
を
概
観
し

た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
た 

、
本
稿

の
目
的
に
お
い
て
特
に
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
の
指
摘
に
留
め
る
こ

と
と
す
る
。

　（
一
）
民
主
化
と
地
方
分
権
化

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
民
主
化
の
特
徴
は
、
同
時
に
地
方
分
権
化
も
推
進

さ
れ
中
央
・
地
方
関
係
に
も
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
こ
と
に
あ
る
。
ス

ハ
ル
ト
時
代
は
非
常
に
中
央
集
権
化
さ
れ
た
体
制
で
あ
り
、
中
央
政
府

は
州
を
第
一
地
方
自
治
体
、
県
・
市
を
第
二
地
方
自
治
体
と
し
、
中
央

－

州－

県
・
市
と
い
う
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
な
関
係
の
下
に
地
方
を
管
理
し

た
。
中
央
省
庁
は
出
先
機
関
を
州
、
県
・
市
、
さ
ら
に
そ
の
下
の
郡
レ

ベ
ル
に
至
る
ま
で
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
央
の
政
策
が
き
ち

ん
と
実
施
さ
れ
て
い
る
か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
。
ま
た
、
地
方
の
財
政
は

中
央
か
ら
の
資
金
で
占
め
ら
れ
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
あ
ら
か
じ
め
使
い

道
が
決
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
地
方
自
治
体
が

予
算
を
組
ん
で
自
由
に
政
策
を
実
行
で
き
る
余
地
は
少
な
か
っ 

。
地

（
７
）め（

８
）た

方
首
長
の
人
選
は
実
質
上
、
中
央
政
府
に
完
全
に
握
ら
れ
、
地
方
首
長

は
中
央
の
意
向
に
従
う
こ
と
が
地
位
を
維
持
す
る
も
っ
と
も
重
要
な
手

段
で
あ
っ 

。
そ
し
て
、
地
方
議
会
は
政
府
の
翼
賛
団
体
で
あ
る
ゴ
ル

カ
ル
に
よ
っ
て
大
多
数
を
占
め
ら
れ
、
地
方
首
長
に
対
す
る
抑
制
機
能

を
果
し
て
い
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
制
度
は
、
ス
ハ
ル
ト
の
後
を
継
い
だ
ハ
ビ
ビ
政
権
に
よ
り

大
胆
に
変
更
さ
れ
た
。
四
四
年
ぶ
り
に
実
施
さ
れ
た
あ
る
程
度
自
由
で

公
正
な
選
挙
に
よ
り
、
例
え
ば
、
南
ス
ラ
ウ
ェ
シ
州
で
は
ゴ
ル
カ
ル
が

圧
倒
的
に
強
く
、
バ
リ
州
で
は
闘
争
民
主
党
が
強
い
と
い
っ
た
よ
う
に

地
方
議
会
に
お
け
る
政
治
勢
力
が
地
方
、
地
方
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
九
九
年
に
制
定
さ
れ
た
地
方
分
権

化
に
関
す
る
二
つ
の
法
案
に
よ 

、
こ
れ
ま
で
の
中
央
・
地
方
関
係
は

改
め
ら
れ
、
自
治
体
の
自
主
性
が
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
央

政
府
の
仕
事
だ
と
規
定
さ
れ
た
外
交
、
国
防
、
司
法
、
金
融
、
宗
教
、

以
外
の
仕
事
は
、
地
方
自
治
体
が
担
う
も
の
と
さ
れ
た
。

　
特
に
重
要
な
変
化
は
、
地
方
自
治
体
が
自
由
に
政
策
を
実
行
で
き
る

予
算
が
増
加
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
理
由
は
ふ
た
つ
あ
る
。
ひ
と
つ

は
、
中
央
か
ら
の
交
付
金
の
大
半
が
使
い
道
の
決
ま
っ
て
い
な
い
ブ

ロ
ッ
ク
グ
ラ
ン
ト
と
し
て
入
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ふ
た
つ
め
は
、
天
然
資
源
か
ら
の
収
入
が
そ
の
産
出
地
域
へ

と
還
元
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ら
を
産
出
す
る
自
治
体
の
歳
入
が

飛
躍
的
に
増
加
し
た
こ
と
で
あ 

。
二
〇
〇
二
年
の 
州
と
県
・
市
を

（
９
）た

（
　
）
１０り（

　
）
１１る

一
〇
七

ス
ハ
ル
ト
体
制
崩
壊
後
の
イ
ン
ド
ネ
シ
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に
お
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地
方
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
変
化
（
長
谷
川
）



あ
わ
せ
た
地
方
自
治
体
の
歳
出
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
家
全
体
の
歳
出

の
お
よ
そ
三
分
の
一
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
地
方
分
権
化
法
の
実
施

前
年
の
一
六
％
か
ら
大
幅
に
増
加
し 

。

　
同
じ
く
重
要
な
変
化
は
、
名
目
上
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
も
地
方
議

会
議
員
が
地
方
首
長
を
選
ぶ
よ
う
に
な
り
、
中
央
か
ら
の
介
入
が
な
く

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
地
方
首
長
は
従
来
の
中
央
政
府

に
対
し
て
で
は
な
く
、
基
本
的
に
地
方
議
会
に
対
し
て
責
任
を
負
う
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
当
然
、
地
方
議
会
の
影
響
力
を
増
さ
せ
た
。
地

方
議
会
議
員
は
比
例
代
表
制
の
も
と
で
、
議
席
数
に
応
じ
各
政
党
が
任

命
し
た
も
の
で
あ
り
、
住
民
の
代
表
と
い
う
よ
り
は
党
の
代
表
で
あ
る

と
い
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
は
党
益
や
個
人
的
利
益
を
追
求
す
る
傾

向
に
あ
っ 

。
地
方
首
長
は
予
算
な
ど
を
通
す
た
め
、
地
方
議
会
と
骨

の
折
れ
る
交
渉
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
過
程
に
お
い
て
議
員

の
要
求
を
あ
る
程
度
飲
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
例
え
ば
、
中
ジ
ャ
ワ
州
の

財
政
局
の
元
局
長
は
、
州
政
府
は
、
議
会
と
の
交
渉
に
お
い
て
議
員
行

動
歳
費
（A

nggaran
Penunjang

K
egiatan

 
                   
       
）
を
当
初
の
予
定
で
あ
っ

た
三
〇
億
ル
ピ
ア
か
ら
三
四
〇
億
ル
ピ
ア
へ
と
変
更
す
る
こ
と
を
余
儀

な
く
さ
れ
、
予
定
さ
れ
て
い
た
開
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
い
く
つ
か
減
ら
し

た
、
と
証
言
し
て
い 

。

　
そ
し
て
、
任
命
に
中
央
政
府
か
ら
の
介
入
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
地
方
首
長
に
な
る
人
材
が
以
前
よ
り
も
多
様
化
し
て
き
て
い
る
。

そ
も
そ
も
ス
ハ
ル
ト
時
代
初
期
は
、
軍
出
身
者
が
地
方
首
長
の
大
半
を

（
　
）
１２た

（
　
）
１３た

（
　
）
１４る

占
め
て
お
り
、
ピ
ー
ク
時
の
一
九
七
七
年
に
は
州
で
二
七
州
の
う
ち
二

一
州
が
軍
出
身
者
で
あ
り
、
県
・
市
で
も
六
割
程
度
が
軍
出
身
者
で

あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い 

。
こ
れ
は
徐
々
に
減
り
、
民
間
人
の
割
合

が
多
く
な
っ
て
い
く 

、
そ
の
民
間
人
と
は
官
僚
出
身
者
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ス
ハ
ル
ト
期
に
は
、
官
僚
か
、
軍
出
身
者
し
か
地

方
首
長
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ 

。
そ
れ
に
対
し
て
興
味
深
い

の
は
、
民
主
化
後
は
そ
れ
ら
以
外
の
出
身
の
者
が
増
え
て
い
る
点
で
あ

る
。
マ
レ
ー
が
調
べ
た
六
州
の
デ
ー
タ
で
は
、
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇

〇
一
年
ま
で
に
任
命
さ
れ
た
県
知
事
・
市
長
の
う
ち
二
六
％
が
そ
う

い
っ
た
軍
、
官
僚
以
外
の
出
身
の
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
、
大

学
教
授
な
ど
の
教
育
者
や
宗
教
学
校
の
指
導
者
、
そ
し
て
、
実
業
家
出

身
の
者
な
ど
で
あ 

。
そ
の
中
で
も
特
に
近
年
、
実
業
家
出
身
の
地
方

首
長
が
注
目
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
と
い
え
る
。
本
稿
の
事
例
で
あ
る
バ

ン
ト
ゥ
ル
県
も
実
業
家
出
身
の
も
の
が
地
方
首
長
と
な
っ
て
い
る
。

　（
二
）
地
方
分
権
化
法
改
正
と
地
方
首
長
公
選
制
の
導
入

　
一
九
九
九
年
の
地
方
分
権
化
関
連
二
法
案
は
、
ス
ハ
ル
ト
政
権
崩
壊

直
後
の
混
乱
の
中
で
比
較
的
短
期
間
で
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
一
年
後
に
具
体
的
な
政
令
が
制
定
さ
れ
た
も
の
の
、
県
・
市
、
そ

し
て
、
州
、
中
央
政
府
の
権
限
は
あ
い
ま
い
な
部
分
が
多
か
っ 

。
そ

の
た
め
、
内
務
省
を
中
心
に
地
方
分
権
化
法
の
改
正
は
模
索
さ
れ
、
二

〇
〇
四
年
九
月
末
に
改
正
さ
れ 

。

（
　
）
１５る

（
　
）
１６が

（
　
）
１７る

（
　
）
１８る

（
　
）
１９た

（
　
）
２０た

一
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こ
の
改
正
で
も
っ
と
も
目
立
っ
た
変
更
点
が
、
地
方
首
長
公
選
制

（Pilkada

       
）
の
導
入
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
地
方
首
長
を
住
民
が
直
接

選
挙
に
よ
っ
て
選
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。
先
の
地
方
議
会
議
員
が
地
方
首

長
を
選
ぶ
仕
組
み
の
下
で
は
、
候
補
者
に
よ
る
地
方
議
員
へ
の
買
票
工

作
や
暴
力
的
な
脅
迫
が
各
地
で
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い 

。
そ
う
し
た
疑

惑
の
全
く
な
い
地
方
首
長
選
挙
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
か
っ

た
。
ま
た
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
地
方
議
員
は
住
民
の
代
表
と
い
う
よ

り
は
党
の
代
表
と
い
う
性
格
が
強
く
、
そ
う
し
た
地
方
議
員
か
ら
選
ば

れ
た
地
方
首
長
も
ま
た
住
民
に
対
す
る
責
任
意
識
に
乏
し
い
と
い
う
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
公
選
制
の
導
入
に
よ
り
、
買
票
を
阻
止

し
、
地
方
首
長
の
住
民
に
対
す
る
説
明
責
任
を
高
め
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
て
い 

。

　
た
だ
し
、
地
方
首
長
候
補
者
は
副
首
長
候
補
者
と
組
ん
で
、
地
方
議

会
で
一
五
％
以
上
の
議
席
を
持
つ
政
党
も
し
く
は
政
党
連
合
の
推
薦
、

或
い
は
地
方
議
会
議
員
選
挙
で
一
五
％
以
上
の
得
票
率
を
獲
得
し
た
政

党
も
し
く
は
政
党
連
合
の
推
薦
を
通
じ
て
の
み
立
候
補
で
き
る
こ
と
と

な
っ
て
い 

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
政
党
の
推
薦
の
な
い
無
所
属
の
候
補

は
選
挙
に
出
る
道
を
閉
ざ
さ
れ
、
政
党
の
権
益
は
あ
る
程
度
守
ら
れ
た

と
い
っ
て
い
い
だ
ろ 

。

　
そ
し
て
、
地
方
首
長
と
地
方
議
会
の
関
係
で
は
、
地
方
議
会
の
権
限

が
若
干
弱
ま
っ
た
。
一
九
九
九
年
の
法
律
で
は
、
施
政
責
任
演
説
を
地

方
議
会
が
二
度
拒
否
す
れ
ば
首
長
更
迭
の
可
能
性
が
あ
っ
た
。
し
か

（
　
）
２１た

（
　
）
２２る（

　
）
２３る

（
　
）
２４う

し
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
そ
う
し
た
規
定
は
な
く
な
り
、
首
長
が
就
任

時
の
宣
誓
に
反
し
た
、
あ
る
い
は
、
首
長
と
し
て
の
義
務
を
果
た
し
て

い
な
い
と
地
方
議
会
が
判
断
し
、
そ
の
判
断
を
最
高
裁
判
所
が
妥
当
と

認
め
た
場
合
に
限
っ
て
更
迭
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ 

。 

住
民
の
信
任

を
得
て
選
ば
れ
た
地
方
首
長
は
、
そ
の
正
統
性
を
高
め
た
だ
け
で
な

く
、
議
会
に
よ
る
更
迭
も
困
難
に
な
っ
た
こ
と
で
、
議
会
に
対
す
る
立

場
を
強
化
し
た
と
い
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ス
ハ
ル
ト
時
代
の
地
方
首
長
は
独
自
の
政
策
を
実
行
す

る
権
限
も
な
く
、
中
央
の
意
向
に
従
っ
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
対

し
、
民
主
化
と
地
方
分
権
化
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
状
況
は
大
き
く
変
化

し
て
い
る
。

三
．
ス
ハ
ル
ト
時
代
か
ら
の
変
化
と
連
続
性

　
し
か
し
な
が
ら
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
多
く
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

研
究
者
は
こ
う
し
た
制
度
的
な
変
化
よ
り
も
、
ス
ハ
ル
ト
時
代
か
ら
の

連
続
性
を
指
摘
す 

。
そ
の
代
表
的
な
論
者
が
ロ
ビ
ソ
ン
と
ハ
デ
ィ
ズ

で
あ
る
。
彼
ら
は
、
現
在
起
こ
っ
て
い
る
の
は
ス
ハ
ル
ト
体
制
下
に
醸

成
さ
れ
た
権
力
関
係
の
再
編
成
に
す
ぎ
ず
、「
根
本
的
な
変
化

（fundam
ental

transform
ation

      
               
     
）」
で
は
な
い
と
す 

。
ス
ハ
ル
ト
時

代
に
政
治
経
済
権
力
を
握
っ
て
い
た
も
の
た
ち
は
、
政
党
幹
部
に
な
る

な
ど
し
て
民
主
体
制
に
適
合
し
な
が
ら
影
響
力
を
維
持
し
て
い
る
。
こ

う
し
た
勢
力
の
中
心
に
い
る
の
は
、
ス
ハ
ル
ト
政
権
下
で
政
府
か
ら
あ

（
　
）
２５た

（
　
）
２６る

（
　
）
２７る

一
〇
九

ス
ハ
ル
ト
体
制
崩
壊
後
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
地
方
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
変
化
（
長
谷
川
）



ら
ゆ
る
便
宜
を
図
っ
て
も
ら
い
な
が
ら
台
頭
し
た
政
治
実
業
家
族

(politico-business
fam
ilies)

                      
      
や
そ
れ
と
組
む
官
僚
、
華
人
実
業
家
で

あ 

。
こ
う
し
た
統
治
に
対
抗
す
る
と
想
定
さ
れ
る
都
市
中
産
階
級
は

体
制
に
取
り
込
ま
れ
、
労
働
者
階
級
は
暴
力
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
た
。

ま
た
、
ス
ハ
ル
ト
時
代
の
市
民
社
会
は
、
青
年
団
、
官
製
労
働
組
合
、

官
製
農
民
組
合
、
官
製
商
工
会
議
所
な
ど
の
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た

団
体
で
活
動
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
骨
抜
き
に
さ
れ
た
。
特

に
、
一
九
六
五
年
九
月
三
〇
日
事
件
以
降
の
共
産
党
員
の
粛
清
の
経
験

は
、
そ
う
し
た
市
民
社
会
の
骨
抜
き
化
を
容
易
に
さ
せ 

。

　
こ
れ
は
地
方
政
治
の
状
況
で
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
地
方
の
場

合
、
新
し
い
体
制
で
権
力
を
握
っ
た
の
は
、
ス
ハ
ル
ト
時
代
の
パ
ト
ロ

ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
で
も
中
間
か
ら
末
端
に
属
し
て
い
た
人
び
と

で
あ
る
。
か
れ
ら
と
は
、
地
方
政
府
の
様
々
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
管
理

し
て
い
た
官
僚
と
そ
の
利
権
を
獲
得
し
て
い
た
地
方
実
業
家
、
職
業
政

治
家
、
そ
し
て
、
体
制
を
支
え
て
き
た
学
生
、
青
年
組
織
の
活
動
家
た

ち
で
あ
る
。
民
主
化
後
、
か
れ
ら
は
地
方
首
長
や
地
方
議
会
議
員
に
な

る
こ
と
で
直
接
利
権
を
支
配
し
よ
う
と
し
は
じ
め 

。

　
そ
れ
に
加
え
て
、
特
に
地
方
で
は
プ
レ
マ
ン
と
呼
ば
れ
る
「
や
く

ざ
」
や
「
ご
ろ
つ
き
」
と
も
訳
せ
る
集
団
を
動
員
す
る
こ
と
の
で
き
る

人
び
と
の
影
響
力
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
ハ
デ
ィ
ズ
は
指
摘
し
て
い

 

。
プ
レ
マ
ン
達
は
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
元
締
め
な
ど
の
裏
稼
業
で
稼
ぎ

な
が
ら
、
パ
ト
ロ
ン
か
ら
の
要
請
が
あ
れ
ば
、
脅
し
や
ゆ
す
り
な
ど
も

（
　
）
２８る

（
　
）
２９た

（
　
）
３０た

（
　
）
３１る

す
る
。
彼
ら
も
ま
た
、
ス
ハ
ル
ト
時
代
に
体
制
を
末
端
か
ら
支
え
る
集

団
と
し
て
活
躍
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
政
権
崩
壊
後
は
パ
ト
ロ
ン
次
第

で
い
か
な
る
目
的
に
も
動
員
可
能
な
集
団
と
な
り
、
ハ
デ
ィ
ズ
が
観
察

す
る
北
ス
マ
ト
ラ
の
事
例
で
は
、
こ
う
し
た
集
団
が
地
方
首
長
選
挙
に

動
員
さ
れ
、
暴
力
に
よ
っ
て
地
方
議
員
を
威
嚇
し
、
自
分
た
ち
の
パ
ト

ロ
ン
に
有
利
に
な
る
よ
う
に
仕
向
け
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
ま

た
、
な
か
に
は
地
方
議
会
議
員
や
地
方
首
長
に
な
る
も
の
ま
で
現
れ
て

い 

。

　
確
か
に
民
主
化
後
、
政
治
権
力
を
争
う
人
び
と
は
ス
ハ
ル
ト
期
よ
り

も
多
様
化
し
、
競
争
は
複
雑
化
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し

た
比
較
的
「
新
し
い
」
競
争
の
参
加
者
も
、
政
治
権
力
を
握
る
た
め
の

資
金
や
暴
力
を
必
要
と
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
を
動
員
す
る
の
に
長
け

た
ス
ハ
ル
ト
期
の
支
配
勢
力
と
連
携
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

 

。
　
こ
う
し
た
ロ
ビ
ソ
ン
と
ハ
デ
ィ
ズ
の
議
論
は
、
民
主
主
義
の
質
を
問

う
議
論
だ
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
制
度
的

に
は
既
に
民
主
シ
ス
テ
ム
へ
と
変
更
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
う
し

た
移
行
が
「
根
本
的
な
変
化
」
で
あ
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
彼
ら
の
民
主
主
義
を
測
る
基
準
は
、
政
治
過
程
に
影
響
を
与

え
る
機
会
が
不
平
等
に
一
部
の
も
の
に
与
え
ら
れ
て
い
る
状
況
が
改
善

し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ 

。
彼
ら
は
、
ス
ハ
ル
ト
時
代
に
パ
ト
ロ

ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
た
勢
力
が
政
策
決
定
過
程
に

（
　
）
３２る

（
　
）
３３る

（
　
）
３４る

一
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影
響
を
与
え
て
い
る
か
ど
う
か
で
、
そ
う
し
た
質
を
測
っ
て
い
る
と
い

え
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
勢
力
の
政
治
参
加
は
乏
し
い
ま
ま

で
、
不
平
等
性
は
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、「
根
本
的
な
変
化
」
は
起
こ
っ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
は
じ
め
に
で
述
べ
た
よ
う
に
、
必
ず
し
も
ス
ハ
ル

ト
時
代
に
疎
外
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
政
治
・
社
会
勢
力
の
影
響
力
が

弱
い
ま
ま
で
あ
る
と
は
い
い
き
れ
な
い
。
ま
た
、
金
や
暴
力
の
動
員
の

強
調
は
、
ア
ク
タ
ー
に
選
択
さ
れ
て
い
る
戦
略
の
多
様
化
を
見
過
ご
し

て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
戦
略
は
、
ポ
ス
ト
・
ス
ハ
ル
ト
期
の
様
々
な
新

旧
ア
ク
タ
ー
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
複
雑
な
権
力
争
い
の
な
か
で
選

択
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
多
数
の
住
民
か
ら
の
支
持
を

獲
得
す
る
と
い
う
戦
略
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
的
影
響
力
を
高

め
る
こ
と
に
成
功
し
た
バ
ン
ト
ゥ
ル
県
の
地
方
首
長
の
例
を
詳
し
く
み

て
い
き
た
い
。

四
．
地
方
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
変
化

　（
一
）
バ
ン
ト
ゥ
ル
県
の
例
　
調
査
地
の
特
徴

　
バ
ン
ト
ゥ
ル
県
は
、
ジ
ャ
ワ
島
中
部
の
南
部
海
岸
沿
い
に
位
置
し
、

ジ
ョ
ク
ジ
ャ
カ
ル
タ
特
別
州
に
属
す
る
。
ジ
ョ
ク
ジ
ャ
カ
ル
タ
特
別
州

は
ひ
と
つ
の
市
と
四
つ
の
県
か
ら
な
り
、
ジ
ョ
ク
ジ
ャ
カ
ル
タ
市
を
中

心
と
し
て
い
る
。
バ
ン
ト
ゥ
ル
県
は
、
そ
の
ジ
ョ
ク
ジ
ャ
カ
ル
タ
市
の

南
に
位
置
し
、
人
口
約
八
十
万
人
の
県
で
あ 

。
（
　
）
３５る

　
経
済
の
面
で
は
、
農
業
が
中
心
で
あ
り
、
多
数
の
人
々
が
そ
れ
に

よ
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
る
。
県
のG

D
P

 
 
 

の
内
訳
で
は
、
農
業
の
占

め
る
割
合
が
約
三
〇
％
で
第
一
位
を
占
め
る
。
県
の
土
地
利
用
に
お
い

て
も
、
田
ん
ぼ
、
畑
が
そ
れ
ぞ
れ
約
三
二
％
を
占
め
て
い
て
、
県
全
体

の
土
地
の
六
割
以
上
が
農
業
に
使
わ
れ
て
い
る
。
目
立
っ
た
天
然
資
源

は
な
く
、
石
油
や
木
材
事
業
な
ど
の
大
幅
な
収
入
を
も
た
ら
す
事
業
は

な
い
。
観
光
客
が
多
く
訪
れ
る
ジ
ョ
ク
ジ
ャ
カ
ル
タ
市
へ
の
交
通
の
便

が
よ
い
た
め
、
レ
ス
ト
ラ
ン
や
ホ
テ
ル
業
が
発
達
し
て
い
る
。
ま
た
、

観
光
客
相
手
の
製
品
を
作
る
小
規
模
な
手
工
業
が
発
達
し
、
バ
テ
ィ
ッ

ク
、
木
製
家
具
、
銀
製
品
を
は
じ
め
、
木
の
お
面
、
革
製
品
、
な
ど
が

あ 

。

　
県
の
歳
入
は
中
央
か
ら
の
交
付
金
で
あ
る
一
般
配
分
金
（D

A
U

 
 
 
）

に
非
常
に
依
存
し
、
そ
れ
が
約
七
割
を
占
め
て
い 

。
天
然
資
源
か
ら

の
収
入
に
乏
し
い
た
め
、
開
発
に
使
う
こ
と
の
で
き
る
資
金
は
限
ら
れ

て
い
る
。
地
方
政
府
は
、
少
な
い
資
源
を
使
っ
て
効
果
的
に
政
策
を
実

行
し
て
い
く
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
全
体
的
に
い
え
ば
、
資
源
が

乏
し
く
農
業
中
心
で
、
中
央
に
歳
入
を
依
存
す
る
ジ
ャ
ワ
島
に
み
ら
れ

る
典
型
的
な
県
だ
と
い
え
よ
う
。

　
政
治
面
で
は
、
中
ジ
ャ
ワ
や
東
ジ
ャ
ワ
で
強
い
支
持
基
盤
を
誇
る
闘

争
民
主
党
が
、
九
九
年
の
選
挙
で
は
四
五
議
席
中
十
五
議
席
を
獲
得

し
、
地
方
議
会
の
第
一
党
を
占
め
て
い
る
。
同
党
は
、
二
〇
〇
四
年
の

選
挙
に
お
い
て
も
、
議
席
を
三
つ
伸
ば
し
、
引
き
続
き
第
一
党
の
座
を

（
　
）
３６る

（
　
）
３７る

一
一
一

ス
ハ
ル
ト
体
制
崩
壊
後
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
地
方
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
変
化
（
長
谷
川
）



占
め
た
。
地
方
首
長
は
こ
の
闘
争
民
主
党
か
ら
出
て
い
る
。

　（
二
）
地
方
首
長
の
イ
ド
ハ
ム
・
サ
マ
ウ
ィ

　
一
九
九
九
年
か
ら
バ
ン
ト
ゥ
ル
県
の
地
方
首
長
と
な
っ
た
イ
ド
ハ

ム
・
サ
マ
ウ
ィ
（Idham

Sam
aw
i

     
    
  
 
）
は
、
州
に
お
け
る
主
要
地
方
紙
で

あ
る
ク
ダ
ウ
ラ
タ
ン
・
ラ
キ
ャ
ッ
ト
（K

edaulatan
Rakyat

 
                
）
新
聞
社

の
経
営
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
新
聞
の
創
刊
か
ら
最
高
責
任
者

と
し
て
そ
の
運
営
に
奔
走
し
て
き
た
サ
マ
ウ
ィ
（Sam

aw
i

   
  
 
）
の
息
子

で
あ
り
、
彼
自
身
も
こ
の
新
聞
社
に
勤
め 

。
イ
ド
ハ
ム
は
、
同
社
の

新
聞
記
者
や
生
産
部
、
そ
し
て
、
グ
ル
ー
プ
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
部
長

を
経
て
、
最
終
的
に
は
副
社
長
（W

akil
D
irector

U
m
um

 
      
         
 
  
）
に
ま
で

な
る
な
ど
、
県
知
事
に
選
ば
れ
職
を
辞
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
ま
で
精

力
的
に
こ
の
会
社
で
働
い
た
。
企
業
出
身
で
あ
る
か
ら
か
、
経
済
感
覚

に
優
れ
、
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
軽
い
。
例
え
ば
、
イ
ド
ハ
ム
は
自
ら
サ
ン

プ
ル
ナ
（PT

H
M
Sam
poerna

    
 
    
      
）
と
い
う
タ
バ
コ
会
社
の
社
長
と
直

接
会
い
、
工
場
を
バ
ン
ト
ゥ
ル
県
へ
と
誘
致
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
一

五
〇
〇
人
の
仕
事
を
県
に
も
た
ら
し
て
い 

。

　
イ
ド
ハ
ム
は
、
九
六
年
か
ら
闘
争
民
主
党
の
政
策
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し

て
本
格
的
に
党
に
お
け
る
活
動
を
始
め
、
九
八
年
に
ジ
ョ
ク
ジ
ャ
カ
ル
タ

州
の
同
党
の
開
発
研
究
長
（K

etua
Litbang

D
PD
PD
IP
Yogyakarta

               
  
   
    
         
）

と
な
る
。
そ
し
て
、
九
九
年
の
総
選
挙
の
時
に
同
州
の
闘
争
民
主
党
の 

選
挙
勝
利
準
備
委
員
会
（PA

PPU
,
Panitia

Persiapan
Pem
enangan

     
                       
        

（
　
）
３８た（

　
）
３９る

Pem
ilu

   
   
）
の
長
と
し
て
活
躍
し
、
州
内
で
の
党
に
お
け
る
地
位
を
固
め

 

。
こ
の
選
挙
に
お
い
て
、
闘
争
民
主
党
は
州
内
の
す
べ
て
の
県
・
市

で
第
一
党
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
同
年
に
闘
争
民
主
党
か
ら
候
補
者
と

し
て
推
薦
さ
れ
た
イ
ド
ハ
ム
は
見
事
、
バ
ン
ト
ゥ
ル
県
の
県
知
事
と
な

る
こ
と
に
成
功
す
る
。
彼
は
、
バ
ン
ト
ゥ
ル
県
出
身
で
も
な
く
、
県
知

事
と
な
る
ま
で
は
特
に
こ
の
県
を
中
心
に
活
動
を
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
。
彼
自
身
バ
ン
ト
ゥ
ル
県
の
県
知
事
に
な
っ
た
の
は
偶
然
で
あ
る

と
語
っ
て
い 

。

　
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
ま
で
の
任
期
を
務
め
た
イ
ド
ハ
ム
・

サ
マ
ウ
ィ
は
、
直
接
選
挙
に
よ
っ
て
再
選
を
目
指
す
こ
と
に
な
っ
た
。

二
〇
〇
五
年
六
月
二
六
日
に
行
わ
れ
た
バ
ン
ト
ゥ
ル
県
の
地
方
首
長
選

挙
に
お
い
て
、
イ
ド
ハ
ム
は
投
票
さ
れ
た
有
効
票
の
う
ち
七
〇
％
を
超

え
る
票
を
集
め
て
圧
勝
し
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
地
方
首
長
選
挙
は
現

職
が
再
選
す
る
確
立
が
高
い
と
い
う
傾
向
が
あ 

、
イ
ド
ハ
ム
も
投
票

を
得
る
に
あ
た
っ
て
有
利
な
立
場
に
あ
っ
た
と
は
い
え
る
。
し
か
し
、

そ
れ
で
も
七
〇
％
を
超
え
る
票
を
集
め
て
再
選
し
た
も
の
は
少
な
い
。

そ
れ
も
イ
ド
ハ
ム
の
場
合
、
こ
の
地
域
で
特
別
な
人
気
を
ほ
こ
る
ス
ル

タ
ン
、
ハ
メ
ン
ク
ブ
オ
ノ
一
〇
世
の
腹
違
い
の
弟
、
ユ
ド
ハ
ニ
ン
グ

ラ
ッ
ト
（G

BPH
Yudhaningrat

 
   
  
           
）
を
破
っ
て
の
も
の
で
あ
っ 

。

　
イ
ド
ハ
ム
は
、
ス
ハ
ル
ト
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
民
間
企
業

出
身
の
地
方
首
長
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
の
政
権
下
で
数
々
の
評
判
の

高
い
政
策
が
実
施
さ
れ
、
バ
ン
ト
ゥ
ル
県
の
住
民
に
絶
大
な
支
持
を
得

（
　
）
４０る

（
　
）
４１る

（
　
）
４２り

（
　
）
４３た

一
一
二

筑
波
法
政
第
四
十
三
号
（
二
〇
〇
七
）



た
。
彼
の
政
策
の
特
徴
を
知
る
に
は
、
貧
困
者
向
け
政
策
を
み
る
と
よ

い
。
実
施
さ
れ
た
政
策
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
彼
は
非
常
に
住
民
の
支
持

を
気
に
か
け
な
が
ら
政
策
を
実
施
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　（
三
）
バ
ン
ト
ゥ
ル
県
の
貧
困
者
向
け
政
策

　
県
経
済
企
画
局
（Bappeda
       
）
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
五
年
に

県
が
独
自
で
行
っ
て
い
る
貧
困
対
策
は
六
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
①
小
学

生
の
栄
養
改
善
政
策
（
バ
ボ
ニ
サ
シ
）、
②
農
作
物
価
格
安
定
化
政

策
、
③
独
自
の
デ
ー
タ
収
集
に
よ
る
貧
困
民
の
把
握
、
④
貧
困
家
族
へ

の
小
額
融
資
、
⑤
農
村
イ
ン
フ
ラ
促
進
政
策
、
⑥
妊
婦
へ
の
診
察
無

料
、
で
あ 

。
こ
の
う
ち
⑤
と
⑥
に
つ
い
て
は
、
他
県
・
市
で
も
よ
く

見
ら
れ
る
政
策
で
あ
る
。
農
村
イ
ン
フ
ラ
促
進
政
策
は
、
工
事
の
資
金

を
す
べ
て
政
府
が
出
資
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
費
用
の
一
部
や

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
を
負
担
し
、
工
事
の
手
助
け
を
す
る
政
策
で
あ
る
。
政

府
が
負
担
を
す
る
金
額
は
、
す
べ
て
か
か
っ
た
費
用
の
一
割
か
ら
二
割

程
度
で
あ
り
、
工
事
に
村
の
人
々
が
参
加
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て

い
る
。
住
民
の
労
働
力
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
低
予
算
で
、
多
く

の
農
村
イ
ン
フ
ラ
を
整
備
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
政
策
で
あ
る
。
妊

婦
へ
の
診
察
無
料
と
は
、
妊
婦
で
あ
れ
ば
近
く
の
保
健
セ
ン
タ
ー
や
病

院
に
行
っ
て
、
無
料
で
診
察
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
例
え
ば
妊
婦
に
必
要
な
鉄
分
を
補
給
す
る
た
め

の
薬
な
ど
も
無
料
で
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
　
）
４４る

　
こ
れ
ら
六
つ
の
貧
困
削
減
政
策
は
イ
ド
ハ
ム
の
人
気
政
策
と
し
て
、

役
人
や
イ
ド
ハ
ム
本
人
に
常
に
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
他
の

四
つ
の
政
策
を
詳
し
く
み
て
い
き
た
い
。

　
①
バ
ボ
ニ
サ
シ
（
小
学
生
の
栄
養
改
善
政
策
）

　
バ
ン
ト
ゥ
ル
県
の
政
策
で
、
人
気
の
あ
る
政
策
と
い
わ
れ
る
の
は
、

バ
ボ
ニ
サ
シ
と
農
作
物
価
格
安
定
化
政
策
で
あ
る
。
バ
ボ
ニ
サ
シ
と

は
、
小
学
校
生
徒
に
メ
ス
の
ニ
ワ
ト
リ
を
配
る
政
策
で
あ
り
、
二
〇
〇

三
年
に
主
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
年
、
原
則
と
し
て
県
内
の
小
学

校
に
通
う
す
べ
て
の
生
徒
に
、
生
後
五
、
六
ヶ
月
程
度
の
メ
ス
の
ニ
ワ

ト
リ
が
三
羽
ず
つ
配
ら
れ
た
。
バ
ボ
ニ
サ
シ
（babonisasi

          
）
と
は
通

称
で
あ
り
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
メ
ス
の
ニ
ワ
ト
リ
を
バ
ボ
ン

（babon

     
）
と
呼
ぶ
こ
と
か
ら
、
こ
の
名
が
使
わ
れ
て
い
る
。
正
式
な
政

策
の
名
は
、
小
学
生
の
栄
養
改
善
政
策
で
あ
る
。（K

egiatan

 
        

Peningkatan
G
izi
U
ntuk

Sisw
a
SD
/M
I

             
     
         
    
  
 
）。
こ
の
政
策
で
は
配
ら
れ

た
ニ
ワ
ト
リ
が
毎
日
産
む
卵
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
学
生
の
栄

養
状
態
を
改
善
さ
せ
、
生
徒
が
よ
り
よ
く
勉
強
で
き
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
ニ
ワ
ト
リ
を
育
て
る
こ
と
に
よ
り
、
生
き
物
を
大

切
に
す
る
心
を
養
う
教
育
効
果
も
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
政
策
の
開
始
に
は
、
ひ
と
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
つ
け
ら
れ
て
よ

く
語
ら
れ
る
。
二
〇
〇
二
年
の
国
民
子
供
の
日
（H

ari
A
nak

 
     
    

N
asional

 
       
）
に
、
イ
ド
ハ
ム
は
小
学
校
を
訪
問
し
、
子
供
と
対
話
を
す

る
イ
ベ
ン
ト
が
開
か
れ
た
。
そ
の
時
の
子
供
た
ち
と
の
会
話
で
、
子
供

一
一
三

ス
ハ
ル
ト
体
制
崩
壊
後
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
地
方
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
変
化
（
長
谷
川
）



が
朝
食
に
あ
ま
り
栄
養
の
あ
る
も
の
を
食
べ
て
い
な
い
こ
と
に
心
を
痛

め
、
何
と
か
で
き
な
い
か
と
そ
の
場
で
関
係
局
の
役
人
と
話
し
合
い
、

こ
の
政
策
の
実
施
を
す
ぐ
決
め
た
と
い
う
の
で
あ 

。
こ
う
し
た
エ
ピ

ソ
ー
ド
に
よ
っ
て
、
イ
ド
ハ
ム
は
住
民
の
話
を
よ
く
聞
き
、
す
ぐ
政
策

に
反
映
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
人
び
と
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
②
農
作
物
価
格
安
定
化
政
策

　
次
に
も
う
一
つ
の
代
表
政
策
で
あ
る
農
作
物
価
格
安
定
化
政
策
を
み

た
い
。
こ
れ
は
、
農
民
が
市
場
に
お
け
る
農
作
物
の
価
格
の
下
落
に
よ

り
窮
状
に
陥
ら
な
い
よ
う
、
あ
る
一
定
の
値
段
よ
り
も
値
段
が
下
が
っ

た
場
合
、
県
政
府
が
市
場
に
介
入
し
、
農
作
物
を
市
場
の
値
段
よ
り
も

高
く
買
い
取
る
と
い
う
政
策
で
あ
る
。
特
に
収
穫
の
時
期
、
農
作
物
の

供
給
が
多
く
な
っ
た
と
き
に
、
買
取
の
時
期
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
政
策
は
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
実
施
さ
れ
、
イ
ド
ハ
ム
の
人
気
を
決
定

づ
け
た
も
の
と
い
え
る
。
市
場
の
価
格
が
監
視
さ
れ
る
の
は
、
県
の
主

な
生
産
物
で
あ
る
七
つ
の
農
作
物
で
あ
る
。
そ
の
七
つ
と
は
、
米
、

じ
ゃ
が
い
も
、
と
う
も
ろ
こ
し
、
落
花
生
、
に
ん
に
く
、
赤
ト
ウ
ガ
ラ

シ
、
タ
バ
コ
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
市
場
の
値
段
は
、
毎
日
チ
ェ
ッ
ク

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
値
段
が
下
が
り
、
農
民
組
合
（K

elom
pok
Tani

 
    
        
）

か
ら
要
請
が
あ
る
と
、
農
業
局
の
役
人
で
構
成
す
る
政
策
チ
ー
ム
に

よ
っ
て
会
議
が
行
わ
れ
、
農
作
物
を
買
い
取
る
べ
き
か
、
そ
し
て
、
い

く
ら
で
買
う
べ
き
か
話
し
合
わ
れ
、
政
策
が
実
行
さ
れ
る
。
こ
の
時
に

（
　
）
４５る

目
安
と
な
る
の
が
、BEP

 
  
（Break

Even
Point

                
）
で
あ
る
。BEP

 
  

と

は
、
市
場
の
金
額
が
こ
れ
以
下
に
な
る
と
政
府
が
市
場
に
介
入
す
る
と

あ
ら
か
じ
め
決
め
た
金
額
の
こ
と
で
あ
る
。
農
産
物
の
育
成
に
か
か
っ

た
コ
ス
ト
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
、
こ
の
価
格
以
下
に
な
る
と
農
民
が
赤

字
に
な
る
と
い
う
金
額
で
あ
る
。BEP

 
  
は
、
一
年
に
一
回
決
め
ら
れ
、

買
取
の
実
施
が
決
ま
っ
た
場
合
、
政
府
は
こ
のBEP

 
  

よ
り
約
一
割
か

ら
二
割
上
乗
せ
し
て
農
民
か
ら
買
い
取
っ
て
い
る
。
買
い
取
っ
た
農
作

物
は
、
赤
ト
ウ
ガ
ラ
シ
以
外
は
、
倉
庫
に
二
、
三
ヶ
月
保
管
さ
れ
、
値

段
が
上
が
っ
た
と
こ
ろ
で
売
り
払 

。
赤
ト
ウ
ガ
ラ
シ
は
す
ぐ
に
質
が

悪
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
買
い
取
っ
た
後
す
ぐ
ト
ラ
ッ
ク
で
ジ
ャ
カ

ル
タ
に
運
び
、
売
り
払
う
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
。
政
府
が
市
場
に
介

入
す
る
の
は
、
一
年
の
う
ち
三
、
四
回
程
度
で
あ
る
。
二
〇
〇
二
年
は

三
回
市
場
介
入
し
、
米
と
に
ん
に
く
を
買
い
取
り
し
た
。
二
〇
〇
三
年

は
四
回
市
場
介
入
し
、
米
、
ト
ウ
ガ
ラ
シ
を
買
い
取
っ
た
。
そ
し
て
、

二
〇
〇
四
年
は
三
回
介
入
し
、
米
（
籾
）
と
た
ば
こ
を
買
い
取
り
し
て

い
る
。
表
１
は
、
筆
者
が
訪
問
し
た
二
〇
〇
五
年
九
月
時
点
で
のBE

 
 P  

と
買
い
取
っ
た
時
の
値
段
、
そ
し
て
、
市
場
の
価
格
の
表
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
常
に
市
場
の
値
段
が
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
、
市
場
に
介
入
す

べ
き
か
、
保
管
し
て
あ
る
農
作
物
を
売
る
べ
き
か
、
判
断
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
こ
の
政
策
に
は
二
年
合
計
で
三
五
億
ル
ピ
ア
の
予
算
が
投
入
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
三
五
億
ル
ピ
ア
は
住
民
市
場
銀
行
（Bank

Pasar

           

（
　
）
４６う

一
一
四

筑
波
法
政
第
四
十
三
号
（
二
〇
〇
七
）



一
一
五

ス
ハ
ル
ト
体
制
崩
壊
後
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
地
方
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
変
化
（
長
谷
川
）

表１　農作物価格安定化政策における各農作物の買取の値段とBEP
（２００５年９月時）　　　　　　　　　　　　　　　　　

市場の価格（Rp）買い取った値段（Rp）BEP（Rp）農作物

１３５０ １２５０   ９００米

３６００  ２０００じゃがいも

１１５０  ９５０   ９５０とうもろこし

４２５０  ３３００落花生

５３００  ２３５０にんにく

２０００ １５００１２５０赤トウガラシ

２００００１５０００１４５００たばこ

＊バントゥル県農業森林局が作成した報告書（２００５年９月１０日）より筆者作成

表２　住民市場銀行にある農作物価格安定政策の運営予算
　　　（２００４年１２月時点）

１，５００，０００，０００２００１年　予算

２，０００，０００，０００２００２年　予算

２５７，０１９，６２１２００２年度　利益

−１０９，１６３，１９１２００３年度　損失

−９１，７１６，４６７２００４年度　損失

３，５５６，１３９，９６３２００４年１２月時点の金額

＊ Pemerintah Kabupaten Bantul, Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2004  , Bantul: Pemerintah 
Kabupaten Bantul, ２００５より筆者作成



Rakyat
      
）
に
預
け
ら
れ
、
必
要
な
と
き
は
そ
こ
か
ら
引
き
出
す
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
農
作
物
を
何
ヶ
月
か
保
管
し
、
値
段
の
高
い
と
き
に
売

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
時
に
は
利
益
を
生
み
出
す
こ
と
も
あ
る
。
表
２
を
み

て
わ
か
る
と
お
り
、
二
〇
〇
二
年
度
に
は
利
益
を
出
し
、
二
〇
〇
三
年

度
と
二
〇
〇
四
年
度
の
損
失
を
ま
か
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
一
年
に
十

五
億
ル
ピ
ア
、
二
〇
〇
二
年
に
二
〇
億
ル
ピ
ア
の
県
の
予
算
が
投
入
さ

れ
て
始
ま
っ
た
こ
の
政
策
は
、
三
年
間
の
市
場
介
入
を
経
て
も
三
五
億

ル
ピ
ア
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
黒
字
を
出
し
て
運
営
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
二
〇
〇
三
年
以
降
の
予
算
年
度
で
は
、

こ
の
政
策
の
た
め
に
予
算
を
割
く
必
要
が
な
く
、
そ
の
た
め
の
議
会
の

承
認
も
必
要
な
い
。
こ
の
よ
う
に
あ
ま
り
予
算
を
か
け
ず
に
、
そ
し

て
、
比
較
的
議
会
の
介
入
か
ら
も
自
由
に
、
そ
れ
以
降
も
こ
の
政
策
を

引
き
続
き
実
行
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
農
作
物
の
価
格
安
定
政
策
は
農
民
に
非
常
に
安
心
感
を
与
え
た

と
い
え
る
。
バ
ン
ト
ゥ
ル
県
が
農
業
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
る
も

の
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
政
策
は
イ
ド
ハ
ム
の
人

気
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。
筆
者
が
観
察
し
た
イ
ド

ハ
ム
の
あ
る
村
落
で
の
演
説
で
も
、
イ
ド
ハ
ム
が
現
在
の
市
場
の
農
作

物
の
値
段
が
い
く
ら
で
あ
る
か
、
知
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
農
業
に

対
す
る
関
心
が
高
い
こ
と
、
そ
し
て
い
か
に
こ
の
政
策
が
す
ば
ら
し
い

か
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い 

。
（
　
）
４７た

　
③
貧
困
民
の
デ
ー
タ
収
集
と
④
小
額
融
資
政
策
 

　
貧
困
対
策
と
し
て
直
接
的
に
貧
困
民
を
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
政
策

は
、
①
独
自
の
デ
ー
タ
収
集
に
よ
る
貧
困
民
の
把
握
、
②
貧
困
家
族
へ

の
一
〇
〇
万
ル
ピ
ア
（
約
一
万
三
千
円
程 

）
の
融
資
の
二
つ
で
あ

る
。
デ
ー
タ
の
収
集
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
は
中
央
省
庁
が
決
め
た
基

準
に
基
づ
い
て
決
め
て
い
た
貧
困
民
の
デ
ー
タ
を
、
県
独
自
の
基
準
に

よ
っ
て
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
出
て
き
た
デ
ー
タ
を

基
に
政
策
を
実
行
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
デ
ー
タ
収
集

は
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　
表
３
の
と
お
り
、
各
項
目
に
得
点
が
つ
け
ら
れ
、
該
当
す
る
項
目
の

点
数
が
加
算
さ
れ
、
合
計
で
五
〇
点
を
上
回
っ
た
も
の
が
貧
困
家
族

（K
eluarga

M
iskin

 
         
     
）
と
さ
れ
る
。
こ
の
デ
ー
タ
は
、
村
の
各
地
区

（D
usun

 
    
）
ご
と
に
地
区
長
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
得
ら
れ
た
二
〇
〇
四
年
の
バ
ン
ト
ゥ
ル
県
の
貧
困
家
族
数
は
、
二

万
九
三
〇
六
世
帯
、
一
〇
万
九
九
七
人
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
県
全
体
の

約
一
三
％
に
あ
た 

。
こ
れ
は
、
統
計
局
の
基
準
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ

た
二
〇
〇
三
年
の
貧
困
者
数
よ
り
も
約
五
万
人
も
少
な 

。
ま
た
、
同

じ
く
中
央
省
庁
で
あ
る
国
民
家
族
計
画
調
整
庁
の
基
準
に
よ
っ
て
算
出

さ
れ
る
未
繁
栄
家
族
（Pra

Sejahtera

             
）
の
数
よ
り
も
少
な 

。
県
に

よ
る
細
か
な
デ
ー
タ
収
集
に
よ
っ
て
、
貧
困
家
族
の
対
象
が
独
自
に
絞

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
デ
ー
タ
を
基
に
実
行
さ
れ
た
政
策
が
、
貧
困
家
族
へ
の
一
〇
〇

（
　
）
４８度

（
　
）
４９る

（
　
）
５０い

（
　
）
５１い

一
一
六
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波
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万
ル
ピ
ア
の
融
資
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
〇
〇
五
年
に
実
施
さ
れ
、
五
〇

〇
〇
の
貧
困
家
族
に
無
担
保
で
一
〇
〇
万
ル
ピ
ア
が
融
資
さ
れ
た
。
バ

ン
ト
ゥ
ル
県
の
貧
困
家
族
数
二
万
九
三
〇
六
世
帯
の
う
ち
、
約
一
七
％

が
こ
の
融
資
を
受
け
ら
れ
た
計
算
に
な
る
。
こ
の
五
〇
〇
〇
人
の
家
族

の
代
表
者
の
う
ち
、
一
一
二
人
に
つ
い
て
は
、
溶
接
工
や
電
気
、
経
営

の
研
修
を
約
三
週
間
う
け
る
機
会
が
与
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
融
資
は
、

五
％
の
金
利
で
も
っ
て
貸
し
付
け
ら
れ
、
六
回
払
い
、
十
回
払
い
、
十

二
回
払
い
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
返
済
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
彼
ら
が
そ
の
す
べ
て
を
返
し
終
わ
る
と
、
県
政
府
か
ら
五
〇
万

ル
ピ
ア
の
報
奨
金
が
で
る
と
い
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
つ
い
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
政
策
は
、
イ
ド
ハ
ム
が
住
民
の
支
持
を
非
常
に
意
識
し
て

い
る
こ
と
の
表
れ
と
い
え
る
。
県
の
役
人
や
イ
ド
ハ
ム
本
人
に
こ
う
し

た
政
策
の
成
果
は
こ
と
あ
る
ご
と
に
語
ら
れ
、
住
民
に
支
持
を
訴
え
て

い
る
。
こ
う
し
て
住
民
か
ら
の
支
持
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら

の
政
治
的
な
影
響
力
の
確
立
に
繋
が
っ
た
と
い
え
る
。

　（
四
）
複
雑
化
す
る
権
力
争
い
と
ア
ク
タ
ー
の
戦
略
の
多
様
性

　
本
稿
の
事
例
で
あ
る
県
知
事
イ
ド
ハ
ム
は
、
ロ
ビ
ソ
ン
と
ハ
デ
ィ
ズ

の
範
疇
で
い
え
ば
、
ス
ハ
ル
ト
時
代
の
パ
ト
ロ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な

か
で
も
中
間
か
ら
末
端
に
属
し
て
い
た
人
び
と
と
も
い
え
、
ス
ハ
ル
ト

時
代
か
ら
の
支
配
の
継
続
性
を
示
す
と
論
じ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

彼
が
経
営
に
関
わ
っ
た
ク
ダ
ウ
ラ
タ
ン
・
ラ
キ
ャ
ッ
ト
紙
は
、
ス
ハ
ル

一
一
七

ス
ハ
ル
ト
体
制
崩
壊
後
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
地
方
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
変
化
（
長
谷
川
）

表３　バントゥル県　貧困家族データ登録表（２００５年度版）

得点項　　　目

 １２すべての家族構成員が食事を１日２回も取れていない
（１人１食１５００ルピアほど）

  ９ほとんどの家族構成員が６着以上のきちんとした服をもっていない

  ９床がそのまま土／壁が竹／屋根がサゴヤシの葉でできている

 ３５１６歳以上のすべての構成員の給料をあわせても一ヶ月４８４， ７４０ルピア以下

  ６家族のものが病気になっても満足に薬を得ることができない

  ６７歳から１５歳までの子供を満足に学校に行かせることができない

  ５土地や建物を含めない総財産が２５０万ルピア以下である

  ６住んでいる土地や建物が自分たちの所有のものではない

  ４飲食、洗い物、入浴などの際、きれいな水が使えない

  ３家庭で必要なときに、電気が使えない

  ５家族の構成員が５人以上

１００合計

＊ ２００５年にバントゥル県が行った各Dusunごとの調査で実際に使った登録表をもとに
筆者作成（Register Pendataan Keluarga Miskin Dalam Satu Wilayah Dusun）



ト
と
独
立
初
期
の
時
代
か
ら
の
深
い
結
び
つ
き
を
も
つ
新
聞
で
あ
り
、

そ
れ
な
し
で
は
同
新
聞
社
の
安
定
的
な
運
営
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
と

い
え 

。

　
し
か
し
な
が
ら
、
は
じ
め
に
で
述
べ
た
よ
う
に
、
か
れ
ら
が
提
示
し

た
ス
ハ
ル
ト
期
に
醸
成
さ
れ
た
政
治
・
経
済
支
配
勢
力
と
い
う
範
疇
は

非
常
に
大
雑
把
で
あ
り
す
ぎ
る
。
特
に
、
地
方
政
治
で
は
そ
う
し
た
者

た
ち
に
地
方
官
僚
、
地
方
実
業
家
、
職
業
政
治
家
、
学
生
、
青
年
組
織

の
活
動
家
た
ち
、
そ
し
て
プ
レ
マ
ン
集
団
を
含
む
か
な
り
包
括
的
な
も

の
で
あ
る
。

　
イ
ド
ハ
ム
は
実
業
家
と
い
う
ス
ハ
ル
ト
時
代
に
は
地
方
首
長
に
な
っ

て
い
な
か
っ
た
出
身
の
も
の
で
あ
る
。
ス
ハ
ル
ト
時
代
に
醸
成
さ
れ
た

勢
力
で
あ
る
と
し
て
そ
の
連
続
性
を
指
摘
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
彼
ら

を
そ
う
し
た
ポ
ス
ト
争
い
に
新
し
く
加
わ
っ
た
ア
ク
タ
ー
と
し
て
扱

い
、
そ
の
複
雑
化
す
る
権
力
争
い
の
側
面
を
み
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し

て
、
様
々
な
新
旧
の
ア
ク
タ
ー
た
ち
が
権
力
を
争
う
中
で
、
地
方
首
長

に
な
っ
た
イ
ド
ハ
ム
は
民
衆
の
支
持
を
獲
得
し
て
い
く
様
々
な
政
策
を

実
行
す
る
と
い
う
戦
略
を
選
択
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
県
内
に
お
い
て

他
の
競
争
相
手
に
勝
る
政
治
的
影
響
力
を
確
立
し
て
い
っ
た
と
い
え

る
。

　
ま
た
、
暴
力
の
動
員
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
観
察
す
る
限
り
バ
ン

ト
ゥ
ル
県
に
お
い
て
暴
力
集
団
の
存
在
は
そ
れ
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
。

そ
う
し
た
暴
力
集
団
の
影
響
力
は
、
地
域
差
が
あ
り
、
す
べ
て
の
地
域

（
　
）
５２る

で
そ
れ
が
み
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
金
権
政
治
に
し
て
も
、

確
か
に
九
九
年
に
地
方
首
長
に
な
る
際
や
二
〇
〇
五
年
に
地
方
首
長
選

挙
に
立
候
補
す
る
た
め
の
党
の
推
薦
を
受
け
る
際
に
も
、
恐
ら
く
は
少

な
く
な
い
資
金
が
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

イ
ド
ハ
ム
の
県
内
で
の
群
を
抜
い
た
政
治
的
な
影
響
力
は
、
そ
う
し
た

金
の
動
員
力
だ
け
で
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。

　
こ
う
し
た
住
民
の
支
持
を
獲
得
し
、
県
・
市
内
の
政
治
的
影
響
力
を

高
め
よ
う
と
す
る
地
方
首
長
は
バ
ン
ト
ゥ
ル
県
だ
け
で
は
な
い
。
地
方

分
権
化
後
、
い
く
つ
か
の
地
域
で
現
れ
て
き
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
近
隣
の
県
・
市
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、
中
ジ
ャ
ワ
州
ク
ブ
メ
ン
県
の

地
方
首
長
も
非
常
に
住
民
に
支
持
さ
れ
て
い
る
。
有
名
な
政
策
と
し

て
、
地
方
ラ
ジ
オ
、
地
方
テ
レ
ビ
局
に
積
極
的
に
支
援
を
し
て
、
県
の

政
策
を
直
接
住
民
に
説
明
す
る
ラ
ジ
オ
番
組
を
設
け
て
い
る
と
い
う
も

の
が
あ
る
。
地
方
首
長
自
ら
が
毎
朝
そ
の
番
組
内
で
政
策
の
説
明
や
住

民
と
の
対
話
を
行
っ
て
い 

。
ま
た
、
同
じ
く
中
ジ
ャ
ワ
州
の
ス
マ
ラ

ン
市
で
は
、
独
自
に
小
学
生
、
中
学
生
に
対
す
る
奨
学
金
制
度
を
作

り
、
多
数
の
生
徒
に
与
え
ら
れ
た
。
二
〇
〇
三
年
に
は
二
〇
〇
億
ル
ピ

ア
も
の
金
額
が
奨
学
金
に
割
り
当
て
ら
れ
、
市
長
の
住
民
の
支
持
獲
得

に
貢
献
し
て
い 

。

　
そ
れ
に
加
え
て
、
二
〇
〇
五
年
に
地
方
首
長
公
選
制
に
変
更
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
、
今
ま
で
よ
り
も
地
方
首
長
の
政
策
が
注
目
さ
れ
る
よ
う

（
　
）
５３る

（
　
）
５４る

一
一
八

筑
波
法
政
第
四
十
三
号
（
二
〇
〇
七
）



に
な
っ
て
い
る
。
な
か
に
は
、
県
・
市
の
行
政
の
実
績
を
積
ん
で
評
価

を
得
た
地
方
首
長
が
、
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し
て
州
知
事
に
立
候
補
す
る

と
い
う
こ
と
ま
で
起
こ
っ
て
い
る
。
ソ
ロ
ッ
ク
県
の
元
県
知
事
ガ
マ
ワ

ン
・
フ
ァ
ウ
ジ
（G

am
aw
an
Fauzi

 
  
  
        
）
は
一
〇
年
間
の
在
任
期
間
（
一

九
九
五－

二
〇
〇
五
）
の
行
政
の
実
績
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
。
汚

職
追
放
で
も
有
名
に
な
り
、
二
〇
〇
四
年
に
は
ハ
ッ
タ
反
汚
職
賞

（Bung
H
atta
A
nti
Corruption

Aw
ard

      
      
                
    
）
を
受
賞
し
て
い 

。
そ
う

し
た
実
績
を
も
と
に
、
彼
は
二
〇
〇
五
年
六
月
の
西
ス
マ
ト
ラ
州
州
知

事
選
挙
で
見
事
に
当
選
し 

。
東
ブ
リ
ト
ゥ
ン
県
の
元
県
知
事
バ
ス

キ
・
チ
ャ
ハ
ヤ
・
プ
ル
ナ
マ
（Baski

Tjahaja
Purnam

a

                    
 
）
も
、
有
能
な

県
知
事
と
し
て
名
を
上
げ
た
後
、
バ
ン
カ
・
ブ
リ
ト
ゥ
ン
州
の
州
知
事

選
挙
に
立
候
補
し
た
。
こ
の
選
挙
に
は
負
け
た
も
の
の
、
当
選
者
に
あ

と
一
万
四
千
票
（
有
効
票
の
約
二
． 八
％
）
に
ま
で
せ
ま
っ
て
い 

。

こ
れ
は
、
彼
が
中
国
系
で
あ
る
こ
と
や
新
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
党
（Partai

       

Indonesia
Baru

              
）
な
ど
の
小
政
党
連
合
の
推
薦
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ

し
て
、
わ
ず
か
県
知
事
在
任
二
年
に
も
満
た
ず
に
州
知
事
選
挙
に
立
候

補
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
大
健
闘
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
バ
ス

キ
は
、
二
〇
〇
五
年
八
月
に
県
知
事
に
当
選
す
る
と
す
ぐ
義
務
教
育
の

無
料
化
や
医
療
の
一
部
無
料
化
な
ど
様
々
な
民
衆
の
支
持
を
獲
得
す
る

政
策
を
実
施
し
、
有
名
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
少
な
い
在
任
期
間

に
も
関
わ
ら
ず
、N

G
O

 
 
 
、
行
政
改
革
担
当
国
務
大
臣
、
商
工
会
議
所

の
合
同
で
設
立
し
た
機
関
が
選
定
し
て
い
る
二
〇
〇
六
年
の
反
汚
職
に

（
　
）
５５る

（
　
）
５６た

（
　
）
５７る

貢
献
し
た
人
物
（Tokoh

A
ntikorpusi

2006

       
               
）
に
選
ば
れ
て
い 

。

こ
う
し
た
実
績
や
認
知
度
を
も
と
に
州
知
事
選
挙
に
立
候
補
し
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
か
ら
も
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
は
増
え
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
地
方
首
長
公
選
制
に
よ
り
、
イ
ド
ハ
ム
の
よ
う
な
住
民
の

支
持
を
意
識
し
た
政
策
を
行
う
と
い
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
高
ま
っ
て

い
る
と
い
え
る
。

五
．
お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
ポ
ス
ト
・
ス
ハ
ル
ト
期
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
治
を
分
析
を

す
る
上
で
、
最
も
包
括
的
で
先
鋭
的
な
視
点
を
提
供
し
て
い
る
と
も
い

え
る
ロ
ビ
ソ
ン
と
ハ
デ
ィ
ズ
の
分
析
を
批
判
的
に
検
討
し
な
が
ら
、
バ

ン
ト
ゥ
ル
県
の
事
例
を
み
た
。
本
稿
の
事
例
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
ポ

ス
ト
・
ス
ハ
ル
ト
期
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
地
方
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
必
ず
し

も
「
略
奪
的
」
の
み
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
し
て
、
い
く
つ
か
の

地
域
で
は
バ
ン
ト
ゥ
ル
県
の
イ
ド
ハ
ム
の
よ
う
に
、
住
民
の
支
持
を
獲

得
す
る
と
い
う
戦
略
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
政
治
的
影
響
力
を
高
め
る

こ
と
に
成
功
す
る
も
の
も
現
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
政
治
行
動
は
、

「
金
」
と
「
暴
力
」
が
蔓
延
す
る
統
治
と
い
う
枠
組
み
で
は
説
明
し
に

く
い
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
も
ち
ろ
ん
彼
ら
の
分
析
枠
組
み
の
有
用
性
が
失
わ

れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
、
ス
ハ
ル
ト
時
代
に
パ
ト
ロ
ン
・
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
た
勢
力
が
政
策
決
定
過
程
に
お
い
て
影
響

（
　
）
５８る

一
一
九

ス
ハ
ル
ト
体
制
崩
壊
後
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
地
方
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
変
化
（
長
谷
川
）



を
高
め
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
と
い
う
作
業
は
、
ポ
ス
ト
・
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
期
の
民
主
主
義
の
質
を
分
析
す
る
上
で
、
最
も
重
要
な
課

題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
た
だ
、
彼
ら
が
提
示
し
た
枠
組
み
は
批
判
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
金
や
暴
力
の
動
員
が
支
配
的
で
あ
る
と
い
う
主

張
は
、
個
別
事
例
に
断
片
的
に
言
及
し
た
に
留
ま
り
、
そ
れ
を
説
得
的

に
実
証
す
る
ほ
ど
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
全
国
を
網
羅
し
た
包
括
的
な
分
析

で
は
な
い
。
ま
た
、
ひ
と
つ
の
地
域
で
の
政
策
決
定
過
程
に
ま
で
深
く

踏
み
込
ん
だ
分
析
も
さ
れ
て
い
な
い
。
ス
ハ
ル
ト
期
に
骨
抜
き
化
さ
れ

て
い
た
勢
力
が
民
主
主
義
シ
ス
テ
ム
で
重
要
ポ
ス
ト
に
つ
く
こ
と
に
成

功
し
て
い
る
か
ど
う
か
だ
け
を
見
る
の
で
は
な
く
、
政
策
決
定
過
程
に

お
い
て
も
そ
う
し
た
勢
力
の
影
響
力
が
変
わ
ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
の

か
、
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ロ
ビ
ソ
ン
と
ハ
デ
ィ

ズ
の
勢
力
の
範
疇
分
け
を
吟
味
し
、
複
雑
化
す
る
新
旧
ア
ク
タ
ー
間
で

の
権
力
争
い
の
分
析
に
対
応
で
き
る
も
の
に
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
疎

外
さ
れ
て
い
た
勢
力
の
政
策
決
定
過
程
へ
の
影
響
力
の
分
析
を
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
残
念
な
が
ら
本
稿
で
の
分
析
で
も
、
詳
細
な
政
策
決
定
過
程
ま
で
は

分
析
で
き
て
い
な
い
。
複
雑
化
す
る
権
力
争
い
の
な
か
で
ア
ク
タ
ー
の

戦
略
が
多
様
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
に
留
ま
っ
て
い
る
。
実
際
の
政

策
決
定
過
程
に
お
い
て
、
ス
ハ
ル
ト
時
代
に
疎
外
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ

る
政
治
・
社
会
勢
力
の
影
響
力
が
変
わ
っ
て
い
な
い
の
か
、
否
か
を
分

析
す
る
こ
と
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
１
） 

こ
う
し
た
議
論
の
中
心
に
い
る
の
が
後
述
す
る
よ
う
に
ロ
ビ
ソ
ン
と
ハ
デ
ィ
ズ

で
あ
る
。
政
治
・
経
済
支
配
勢
力
と
は
、
寡
頭
制
統
治
者
た
ち
（oligarchies

           
）
と

も
表
現
さ
れ
る
。
彼
ら
の
論
文
は
共
著
で
も
単
著
で
も
多
数
あ
り
、
本
稿
で
も
検

討
し
て
い
く
が
、
以
下
に
あ
げ
る
の
が
最
も
コ
ン
パ
ク
ト
に
彼
ら
の
考
え
が
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。Robison,Richard

and
VediR.H

adiz.
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４
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コ
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は
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（accessed
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（
６
） 

プ
ラ
テ
ィ
ク
ノ
は
ス
ラ
カ
ル
タ
市
に
お
い
て
、
地
方
首
長
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ブ
を
と
り
地
方
官
僚
とN

G
O

 
 
 

と
の
連
携
を
促
し
て
い
っ
た
事
例
を
取
り
上
げ
て

い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
地
方
議
会
の
存
在
が
あ
る
。
地
方
議
会
は
ス
ハ
ル
ト

時
代
の
よ
う
な
単
な
る
賛
成
の
ス
タ
ン
プ
を
押
す
機
関
で
は
な
く
な
り
、
地
方

首
長
は
骨
の
折
れ
る
交
渉
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
地
方
官
僚
も
何
度
も
自
分
た

ち
が
提
案
し
た
政
策
を
変
更
す
る
地
方
議
会
と
の
や
り
と
り
に
ス
ト
レ
ス
を
感

じ
、N

G
O

 
 
 

と
協
力
し
て
政
策
作
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
策
の
正
当
性
を
強

め
よ
う
と
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。Pratikno,op.cit
 
               .  

（
７
） 

政
治
、
経
済
制
度
を
含
む
全
体
的
な
制
度
変
化
の
概
観
は
、
佐
藤
百
合
編

『
民
主
化
時
代
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
　
政
治
経
済
変
動
と
制
度
改
革
』
ア
ジ
ア
経
済

研
究
所
、
二
〇
〇
二
年
。
佐
藤
百
合
編
『
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
資
料
デ
ー
タ
集
　
政

治
経
済
構
造
の
変
容
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年
。
特
に
地
方
分
権

化
に
関
し
て
は
、
松
井
和
久
編 
『
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
地
方
分
権
化
　
分
権
化
を

め
ぐ
る
中
央
・
地
方
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
と
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所
、
二
〇
〇
三
年
。
岡
本
正
明
「
再
集
権
化
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア－

内
務
省
に

よ
る
権
限
奪
回
と
ユ
ド
ヨ
ノ
新
政
権
の
展
望
」『
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
将
来
展
望
と

日
本
の
援
助
政
策
』
国
際
金
融
情
報
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
四
年
、
四
三
頁－

五

六
頁
。
な
ど
が
参
考
に
な
る
。

（
８
） Rasyid,M

.Ryaas.
RegionalA

utonom

         
                     
      

y
and
LocalPolitics

in
Indonesia

                                    ,   
Local

Pow
er
and
Politics

in
Indonesi

         
                           a  ,

Eds.
A
spinall,

Ed.
and
G.
Fealy.

        
                  
         

Singapore:Institute
ofSoutheastA

s

                                   
 ian

Studies,2003.63-71

                         
ま
た
、
松
井
、

前
掲
書
。

（
９
） 

ス
ハ
ル
ト
期
の
地
方
首
長
選
出
過
程
に
つ
い
て
は
、
マ
レ
ー
が
詳
し
い
。

M
allay,M

achaelS.
Conflict,Refor

 
        
                           m

,and
RegionalPoliticalLeadership

 
                                   

,      

REN
A

   
 I  ,3(2001):36-4

               0  

（
　
） 

地
方
行
政
に
関
す
る
法
律
一
九
九
九
年
第
二
二
号
と
中
央
財
政
均
衡
に
関
す

１０
る
法
律
一
九
九
九
年
第
二
五
号
。
詳
し
く
は
、
松
井
、
前
掲
書
。

（
　
） 

天
然
資
源
の
産
出
地
域
へ
の
還
元
は
、
中
央
か
ら
の
歳
入
分
与
と
し
て
入
っ

１１
て
く
る
。
ス
ハ
ル
ト
時
代
の
歳
入
分
与
は
、
土
地
・
建
物
税
、
森
林
伐
採
権
使
用

料
お
よ
び
木
材
伐
採
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
ー
の
三
つ
の
み
で
あ
り
、
天
然
資
源
の
収

入
は
中
央
政
府
が
ほ
と
ん
ど
独
占
し
て
い
た
。
そ
れ
が
、
原
油
、
ガ
ス
、
鉱
業

一
般
、
水
産
業
、
個
人
所
得
税
な
ど
も
歳
入
分
与
の
対
象
と
な
っ
た
。
詳
細
に

つ
い
て
は
、
松
井
、
前
掲
書
、
四
五
頁 
を
参
照
す
る
と
よ
い
。

（
　
） Lew

is,
Blane

D
.
Indonesian

Local

   
             
                    

G
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ent
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                       and

   

１２
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        A
n
Explanation

ofPre-and
Post-D

ece

 
                                
   ntralization

FiscalO
utcom

es

                     
     
     ,  

Asian
Econom

ic
Journa

                    
         l  ,19.3(2005):291-317

                     

（
　
）Rasyid,op.cit.,6

 
                  5  

１３
（
　
） 

こ
れ
は
二
〇
〇
三
年
の
予
算
編
成
に
つ
い
て
の
時
の
こ
と
。K

om
pas

 
  
   ,July

8,

          

１４200

   5  

（
　
）M

allay,op.cit.,4

 
 
                 5  

１５
（
　
） 

軍
出
身
者
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
を
ピ
ー
ク
に
徐
々
に
減
り
始
め
た
。
州

１６
知
事
の
軍
出
身
者
の
割
合
は
、
一
九
八
八
年
に
は
五
割
を
割
っ
た
。
県
知
事
・
市

長
も
同
様
の
割
合
で
減
っ
て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
一
九
九
六
年

に
は
、
県
知
事
・
市
長
の
軍
出
身
者
の
割
合
は
お
よ
そ
四
四
％
と
な
っ
た
。

Ibid.,44-49

             
そ
し
て
、
ス
ハ
ル
ト
政
権
が
崩
壊
す
る
と
、
軍
出
身
者
の
数
は
ま

す
ま
す
減
っ
て
い
る
。
リ
ナ
キ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
一
年
に
は
、
県
・
市
長

で
の
軍
出
身
者
の
割
合
は
三
七
． 四
％
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
州
知
事
は
軍
出
身

者
が
五
割
以
上
占
め
続
け
て
い
る
。
一
九
九
九
年
に
は
、
二
六
州
の
う
ち
の
一

五
州
、
二
〇
〇
一
年
に
は
、
三
一
州
の
う
ち
一
七
州
が
軍
出
身
者
で
あ
っ
た
。

Rinakit,Sukardi.
D
ecentralization

                     
               

and
M
ilitary

      
          Regionalism

in
Post-Su-

           
            

harto
Indonesi

              a  ,
Eds.

Erb,
M
aribeth,

Priyam
budi

Sul
             
               
        istiyanto

and
Carole

                     

一
二
一

ス
ハ
ル
ト
体
制
崩
壊
後
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
地
方
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
変
化
（
長
谷
川
）



Faucher.N
ew
York:Routledge

Curzon,
          
  
  
                      2005.77-7

           9  

（
　
）M

allay,M
achaelS.

N
ew
Rules,O

ld
 
 
        
             
  
         
  

Structures
and
the
Lim
its
ofD
em
o

                       
        
  
 -  

１７cratic
D
ecentralization

,

        
                    LocalPow

er
and
Politics

in
Indonesi

         
                           a  ,Eds.,A

spi-

         
    

nall,E.and
G.Fealy.Singapore:In

              
                      stitute

ofSoutheastA
sian
Studies,

                      
              2003.

      

111-1

     4  

（
　
）Ibid.,113-1

 
            4  

１８
（
　
） 

政
令
二
〇
〇
〇
年
第
二
五
号
の
こ
と
。
松
井
、
前
掲
書
、
九
頁－

一
〇
頁
。

１９Rasyid,op.cit.,69-70

                      
　

（
　
） 

地
方
行
政
に
関
す
る
二
〇
〇
四
年
三
二
号
法
と
中
央
地
方
財
政
均
衡
に
関
す

２０
る
二
〇
〇
四
年
三
三
号
法
が
制
定
さ
れ
た
。
詳
し
く
は
、
岡
本
、
前
掲
論
文
。

（
　
）M

allay,op.cit.(2003),11

 
 
                        0  

２１
（
　
） 

岡
本
、
前
掲
論
文
、
四
九
頁
。

２２
（
　
） 

同
右
、
四
九
頁
。

２３
（
　
） 

た
だ
し
そ
の
後
、
政
党
の
推
薦
の
な
い
独
立
候
補
（calon

perseorangan
                  
）
が

２４
地
方
首
長
選
挙
に
参
加
で
き
な
い
の
は
憲
法
の
規
定
に
反
し
て
い
る
と
し
て
、

憲
法
裁
判
所
に
再
三
の
審
議
の
申
し
立
て
が
あ
り
、
司
法
の
場
で
こ
の
問
題
が

議
論
さ
れ
た
。
憲
法
裁
判
所
は
当
初
、
二
〇
〇
五
年
五
月
三
一
日
に
独
立
候
補

を
認
め
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
憲
法
上
問
題
が
な
い
と
し
て
、
こ
れ
に
対
す
る

申
し
立
て
（N

o.6/PU

 
      

U  

-

 
 

Ⅲ
/2005,N

o.10/PU

        
       

U  

-

 
 

Ⅲ
/2005

     
）
を
正
式
に
却
下
し

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
お
よ
そ
二
年
後
の
二
〇
〇
七
年
七
月
二
三
日
に
は
、

独
立
候
補
を
認
め
な
い
の
は
憲
法
の
規
定
に
反
す
る
と
し
て
、
以
前
の
判
断
を

覆
し
、
申
し
立
て(N

o.5/PU

  
      

U  

-

 
 

Ⅴ
/2007)

      
の
主
張
を
認
め
た
。
こ
れ
を
受
け

て
、
政
府
は
二
〇
〇
四
年
第
三
二
号
法
を
一
部
改
正
す
る
こ
と
で
対
応
し
よ
う

と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
有
権
者
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
の
署
名
を
集
め
れ
ば
よ

い
の
か
と
い
っ
た
、
独
立
候
補
の
立
候
補
条
件
が
決
め
ら
れ
た
上
で
、
二
〇
〇

八
年
以
降
に
は
独
立
候
補
が
地
方
首
長
選
挙
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
る
予
定

で
国
会
で
の
審
議
が
行
わ
れ
て
い
る
。K

om
pas

 
  
   ,June

1,2005,

                K
om
pas

 
  
   ,   

A
ugust13,200

 
             7  

（
　
） 

岡
本
、
前
掲
論
文
、
四
九
頁
。

２５
（
　
） 

日
本
語
文
献
で
は
、
岡
本
と
本
名
の
論
文
が
あ
る
。
岡
本
は
、
州
の
分
離
設

２６
立
要
求
と
い
う
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
文
脈
に
お
い
て
は
「
改
革
的
」
イ
メ
ー
ジ
を

も
つ
運
動
を
通
し
て
、
バ
ン
テ
ン
州
の
ス
ハ
ル
ト
体
制
期
の
エ
リ
ー
ト
達
が
見

事
に
「
改
革
」
派
と
し
て
新
た
な
時
代
に
適
応
し
て
い
っ
た
過
程
を
描
い
て
い

る
。
ま
た
、
本
名
は
、
ポ
ス
ト
・
ス
ハ
ル
ト
期
の
ジ
ャ
ワ
の
三
州
の
地
方
政
治
を

分
析
し
、
金
と
暴
力
が
支
配
す
る
政
治
が
制
度
化
し
、
市
民
社
会
型
の
運
動
が

様
々
な
局
面
で
去
勢
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
岡
本
正

明
、「
改
革
派
に
転
向
し
た
ス
ハ
ル
ト
期
地
方
エ
リ
ー
ト
た
ち
　
バ
ン
テ
ン
州
新

設
の
政
治
過
程
に
焦
点
を
あ
て
て
」『
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
』、
一
号
、

二
〇
〇
一
年
、
一
八
六
頁－

二
一
一
頁
。
ま
た
、
本
名
純
「
ポ
ス
ト
・
ス
ハ
ル
ト

時
代
に
お
け
る
ジ
ャ
ワ3  
州
の
地
方
政
治
」『
ア
ジ
ア
研
究
』、
五
一
巻
二
号
、
二

〇
〇
五
年
、
四
四
頁－

六
十
二
頁
。

（
　
）Robison,Richard

and
VediR.H

adiz.

 
                      
        
      Reorganizing

Pow
er
in
Indonesia:

                
                 

２７The
PoliticsofO

ligarchy
in
An
Age

                 
                   ofM

arket

    
     s  ,London:Routledge

Curzon,

                            

2004.25

        3  

（
　
）Ibid.,53-6

 
           0  

２８
（
　
）H

eryanto,
A
riel
and
Vedi

R.
H
adiz.

 
 
          
          
        
      

Post-A
uthoritarian

Indonesia:
A

        
                         
 

２９Com
parative

Southeast
A
sian

Perspect

   
                    
             ive

,

        C
ritical

Asian
Studies

 
                     ,

37.2

       

(2005):267-7
             0  

（
　
）H

adiz,VediR.
Pow
erand

Politics
 
 
       
            
               

in
N
orth
Sum
atra:The

U
ncom

pleted

     
        
           
    
       

３０Reform
asi
,

      
        LocalPow

er
and
Politics

in
Indonesi

         
                           a  ,Eds.,A

spinall,E.and

         
                

G.Fealy.Singapore:Institute
ofSo

 
                                   utheastA

sian
Studies,2003.124-2

         
                         5  

（
　
）Ibid.,124-29

 
              
ハ
デ
ィ
ズ
の
こ
の
指
摘
も
あ
り
、
近
年
プ
レ
マ
ン
集
団
の
研
究

３１

一
二
二

筑
波
法
政
第
四
十
三
号
（
二
〇
〇
七
）



は
注
目
を
集
め
て
い
る
。
最
近
の
研
究
で
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
論
文
が
面
白

い
。W

ilson,
Ian
D
ouglas.

Continuity
an

 
            
                       d

Change:
The

Changing
Con

                          -  

tours
of
O
rganized

Violence
in
Post-

          
          
                N

ew
O
rder
Indonesia

,

 
  
  
                   C

riticalAsian

 
              

Studie

      s  ,38.2
(2006):265-97

                      

（
　
）H

adiz,op.cit.,127-29

 
 
                     
　

３２
（
　
）H

adiz,VediR.
Reorganizing

Polit

 
 
       
                           icalPow

erin
Indonesia

,

        
                     Regionalism

           
 

３３in
Post-Suharto

Indonesi

                        a  ,Eds.Erb,M
aribeth,Priyam

budiSul
             
               
        istiyanto

and

              

Carole
Faucher.N

ew
York:Routledge

                 
  
  
               Curzon,2005.41-4

                  4  

（
　
） 

ロ
ビ
ソ
ン
と
ハ
デ
ィ
ズ
ら
は
、
明
確
に
民
主
主
義
の
質
と
い
う
言
葉
を
使
っ

３４
て
お
ら
ず
、
そ
う
し
た
質
を
問
う
議
論
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
う

し
た
視
点
に
置
き
換
え
て
考
え
る
こ
と
は
妥
当
だ
ろ
う
。
ま
た
、
考
え
方
と
し

て
は
、
民
主
主
義
の
質
を
不
平
等
性
（inequality

          
）
が
改
善
さ
れ
た
か
で
測
ろ

う
と
す
る
ル
シ
ュ
マ
イ
ヤ
ー
に
近
い
。Rueschem

eyer,D
ietrich.

 
       
       
          

A
ddressing

Inequality
,

   
                         Assessing

the
Q
uality

of
D
em
ocrac

               
           
  
     y  ,

Eds.,
D
ia-

         
   

m
ond,Larry

and
Leonardo

M
orlino,Ba

 
                         
          ltim
ore:Johns

H
opkins

U
niversity

    
            
        
          

Press,2005.47-6

                 1  

（
　
）Bappeda

K
abupaten

Bantul,

 
         
                 Laporan

D
atabase

ProfilD
aerah

K
abup

         
                
       
    aten

     

３５BantulTahun
200

                5  ,Bantul:K
abupaten

Bantul,200

           
                    6  

（
　
）Ibid

 
    .  

３６
（
　
） 

一
般
配
分
金
の
歳
入
に
占
め
る
割
合
は
、
二
〇
〇
一
年
（
六
七
． 五
％
）、
二

３７
〇
〇
二
年
（
七
六
． 九
％
）、
二
〇
〇
三
年
（
七
一
． 一
％
）、
二
〇
〇
四
年
（
七

〇
． 八
％
）
バ
ン
ト
ゥ
ル
県
財
政
部
（Bagian

K
euangan

Bantul

        
              
）
が
ま
と
め
た

Laporan
K
euangan

Pem
erintah

K
abupate

         
           
         
       n

Bantul
Tahun

Anggaran
2001

                            -  

200

   4  
よ
り
筆
者
計
算
。

（
　
） 

ク
ダ
ウ
ラ
タ
ン
・
ラ
キ
ャ
ッ
ト
新
聞
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
も
長
い
歴
史
を
誇

３８
る
新
聞
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
日
本
の
占
領
統
治
下
時
代
の
新
聞
で
あ
っ
た
シ
ナ

ル
・
マ
タ
ハ
リ
（SinarM

atahari

       
       
）
を
そ
の
前
身
と
す
る
。
日
本
の
敗
戦
直
後
、

当
時
の
ジ
ョ
ク
ジ
ャ
カ
ル
タ
市
長
を
長
と
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
民
委
員
会

（K
om
ite
N
asionalIndonesia

 
  
     
                 
）
が
そ
れ
を
接
収
し
、
一
九
四
五
年
九
月
二
七
日

に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
闘
争
を
支
持
す
る
新
聞
と
し
て
誕
生
し
た
。
イ
ド
ハ
ム

の
父
親
で
あ
る
サ
マ
ウ
ィ
は
、
そ
の
委
員
会
の
一
人
で
あ
り
、
他
の
も
の
が
新

聞
以
外
の
仕
事
に
追
わ
れ
、
新
聞
の
運
営
か
ら
離
れ
て
い
く
中
、
そ
の
運
営
に

奔
走
す
る
。
以
降
、
サ
マ
ウ
ィ
は
、
一
九
八
〇
年
に
引
退
す
る
ま
で
、
ク
ダ
ウ

ラ
タ
ン
・
ラ
キ
ャ
ッ
ト
新
聞
の
最
高
決
定
者
と
し
て
君
臨
す
る
。K

edaulatan

 
          

Rakyat
G
roup,

        
      D

w
itunngal

H
.
Sam
aw
i-M
.W
onohit

 
 
          
     
  
   
  
      o  ,

Yogyakarta:
Badan

   
                 

PenerbitK
edaulatan

RakyatYogyakart

          
                  
        a,198

      4  

（
　
） 

筆
者
に
よ
る
イ
ド
ハ
ム
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
二
〇
〇
五
年
九
月
二
八
日
）

３９
で
も
こ
の
こ
と
を
大
い
に
誇
っ
て
い
た
。
ま
た
、K

om
pas

 
  
   ,O

ctober10,2002

   
               

（
　
） K

om
pa

 
  
  s  ,June

21,200

              5  

４０
（
　
） 

筆
者
に
よ
る
イ
ド
ハ
ム
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
二
〇
〇
五
年
九
月
二
八
日
）

４１
（
　
） 

二
〇
〇
五
年
六
月
か
ら
八
月
ま
で
に
実
施
さ
れ
た
一
二
五
の
地
方
首
長
選
挙

４２
の
う
ち
、
お
よ
そ
四
割
に
あ
た
る
四
八
人
が
再
選
し
た
県
知
事
・
市
長
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
元
副
県
知
事
・
副
市
長
が
当
選
し
た
ケ
ー
ス
を
合
わ
せ
る
と
そ
れ

は
一
〇
七
人
と
な
り
、
実
に
八
六
％
も
の
割
合
で
現
職
、
ま
た
は
現
職
を
近
く

で
補
佐
し
て
い
た
も
の
が
当
選
し
て
い
る
。K

om
pas

 
  
   ,A

ugust11,200

   
             5  

（
　
） 

選
挙
は
、
こ
の
ユ
ド
ハ
ニ
ン
グ
ラ
ッ
ト
の
組
と
イ
ド
ハ
ム
組
と
も
う
一
組
加

４３
え
た
三
組
に
よ
っ
て
争
わ
れ
た
。
イ
ド
ハ
ム
は
、
正
確
に
は
有
効
票
の
う
ち
七

三
． 〇
六
％
の
票
を
集
め
た
。
な
お
、
投
票
率
は
、
七
五
． 一
七
％
で
あ
っ
た
。

K
PU
D
Bantul,

 
  
 
         Rekapitulasi

H
asil
Perhitungan

Suara

              
                      

Pem
ilihan

K
epala

    
        
      

D
aerah

D
an
W
akilK

epala
D
aerah

K
abup

 
       
    
      
       
       
    aten

BantulTahun
200

                     5  ,Bantul:

          

K
abupaten

Bantul,200

 
                    5  

（
　
） 

以
下
の
政
策
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
特
に
言
及
が
な
い
限
り
、
筆
者
が
二
〇

４４

一
二
三

ス
ハ
ル
ト
体
制
崩
壊
後
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
地
方
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
変
化
（
長
谷
川
）



〇
五
年
九
月
三
日
か
ら
三
〇
日
に
か
け
て
政
策
の
担
当
部
局
に
訪
れ
て
行
っ
た

聞
き
取
り
調
査
や
取
得
し
た
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
い
る
。

（
　
） 

筆
者
に
よ
る
教
育
局
（D

inas
Pendidikan

 
               
）
の
担
当
職
員
と
の
イ
ン
タ

４５
ビ
ュ
ー
（
二
〇
〇
五
年
九
月
二
三
日
）

（
　
） 

タ
バ
コ
は
、
通
常
の
倉
庫
で
は
品
質
が
悪
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
農
村
に

４６
あ
る
風
通
し
の
よ
い
場
所
で
別
に
保
管
さ
れ
る
。

（
　
） 

イ
ド
ハ
ム
が
選
挙
当
選
後
に
行
っ
た
二
〇
〇
五
年
九
月
九
日
の
イ
モ
ギ
リ

４７
（Im

ogiri

  
     
）
郡
で
の
あ
る
村
に
お
け
る
イ
ベ
ン
ト
で
の
演
説
。

（
　
） 

二
〇
〇
七
年
六
月
時
の
為
替
レ
ー
ト
で
計
算
。

４８
（
　
） 

二
〇
〇
四
年
の
県
全
体
の
世
帯
数
は
、
二
二
万
四
六
七
世
帯
。Bappeda

Ban

 
          -  

４９tul,op.cit

            .  

（
　
） 

バ
ン
ト
ゥ
ル
統
計
局
に
よ
る
と
二
〇
〇
三
年
の
貧
困
者
数
は
、
一
五
万
七
四

５０
二
四
人
で
あ
る
。BPS

Bantul,

 
           BantulD

alam
Angka

200

        
    
          3  ,Bantul:BPS,

               

200

   4  

（
　
） 

国
家
家
族
計
画
調
整
庁
（BK

K
BN
,Badan

K
oordinasiK

eluarga
Ber

  
 
  
         
           
           en   -  

５１cana
N
asional

      
       
）
が
集
め
た
バ
ン
ト
ゥ
ル
県
の
未
繁
栄
家
族
の
数
は
、
三
万
二
四

七
九
世
帯
（
全
体
の
一
四
． 七
三
％
）
で
あ
り
、
バ
ン
ト
ゥ
ル
県
の
出
し
た
貧
困

家
族
数
よ
り
多
い
。

（
　
） 

彼
の
父
サ
マ
ウ
ィ
は
、
独
立
戦
争
の
時
代
か
ら
す
で
に
ス
ハ
ル
ト
と
の
面
識

５２
が
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
と
の
独
立
闘
争
の
時
代
に
、
当
時
ジ
ョ
ク
ジ
ャ
カ
ル
タ
で

ゲ
リ
ラ
グ
ル
ー
プ
を
ひ
き
い
て
い
た
ス
ハ
ル
ト
の
求
め
に
応
じ
、
彼
の
グ
ル
ー

プ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
発
行
す
る
の
を
手
伝
っ
て
い
る
。
そ
の
時
以
来
、
サ
マ

ウ
ィ
は
ス
ハ
ル
ト
と
の
親
し
い
関
係
を
築
い
て
い
っ
た
。
一
九
六
五
年
の
九
月

三
〇
日
事
件
の
際
に
も
、
ク
ダ
ウ
ラ
タ
ン
・
ラ
キ
ャ
ッ
ト
新
聞
は
一
貫
し
て
、
ス

ハ
ル
ト
の
支
持
を
し
た
。
一
九
九
六
年
に
出
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
自
ら
出
版
し
た

ク
ダ
ウ
ラ
タ
ン
・
ラ
キ
ャ
ッ
ト
新
聞
の
歴
史
を
記
し
た
本
の
な
か
で
も
、
そ
の
こ

と
を
大
い
に
誇
り
、
自
ら
を
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
新
聞
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
一
九

七
六
年
の
同
新
聞
社
の
ビ
ル
の
拡
張
工
事
完
成
の
際
に
は
、
ス
ハ
ル
ト
自
ら
が

式
典
に
お
と
ず
れ
て
い
る
。K

edaulatan
RakyatG

roup,
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ス
マ
ラ
ン
市
長
ス
カ
ウ
ィ
・
ス
タ
リ
ッ
プ
（Sukaw

iSutarip

     
         
）

は
、
二
〇
〇
五
年
の
ス
マ
ラ
ン
市
長
直
接
選
挙
で
見
事
再
選
を
果
た
す
。

（
　
） 

こ
の
賞
は
、ICW

(Indonesian
Corrption

W
atch

 
  
                         
    
）
と
い
うN

G
O

 
 
 

が
コ
ー

５５
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
た
。

（
　
） K

om
pa

 
  
  s  ,July

10,200

              5  

５６
（
　
） 

二
〇
〇
七
年
の
二
月
に
バ
ン
カ
・
ブ
リ
ト
ゥ
ン
州
の
州
知
事
選
挙
が
行
わ
れ

５７
た
。
五
組
に
よ
っ
て
争
わ
れ
た
。
選
挙
委
員
会
の
最
終
結
果
（penetapan

          

rekapitulasihasilperhitungan
suara

                                    
）
で
は
、
当
選
し
た
エ
コ
・
マ
ウ
ラ
ナ

（Eko
M
aulana

     
      
）
の
組
が
十
八
万
六
四
一
票
（
三
五
． 三
六
％
）、
バ
ス
キ
・
チ
ャ

ハ
ヤ
・
プ
ル
ナ
マ
の
組
が
十
六
万
六
五
六
一
票
で
あ
り
、
差
は
一
万
四
〇
八
〇
票

で
あ
っ
た
。
有
効
投
票
数
は
、
五
一
万
八
五
四
票
で
あ
り
、
投
票
率
は
約
八
〇

％
。K

om
pa
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